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{論文要旨}

糖鼠病特別ニードの支援カリキュラム策定の一環として、「強化インスリン療法支援を目的とした

学校との連絡会議jの実施に関する検討および、米国糖鼠病協会診療ガイドライン「学校、幼稚園、

保育園での糖成病の子どものケアjの翻訳を した。

はじめに [，強化インスリン護法支援を語的とした

学技との連絡会議jの実践]

[背景]

I 

この一連の硯究は、糖尿病特別ニードの支援カ

リキュラム策定を目的とするもので、無自覚性低

血糖と運転免許、血糖自己測定のための機器、糖

尿病性ケトアシドーシスへの対応、低血糖予防ガ

イドラインを扱ってきた。今回は、学齢期轄尿病

者の学校生活の問題を取り扱う。

強化インスリン療法は 1型糖尿檎の厳格治療に

必須のものであるが、小児期での導入に当たって

は、学校生活への介入を行うことが必要である。

このカリキュラムは、長期慢性疾患患者の生活

の質を向上させる外来医療技法をクリニカルパス

形式で体系化することを自的とした、「長期慢性

疾患ハッピーパスjの…部をなすものである。

文化教育学部教育学・教育心理学講座

[問的]

学校生活では、 (1)昼食前のインスリン注射、 (2)

低血糖時の速やかな対処、 (3)運動、クラブ活動時

の補食、 (4)遠足、修学旅行、対外試合など学校外

での活動、宿泊を伴う活動についての注意、の 4

点を中心に注意を払い、 1型糖尿病患者にとって

の欝害を除去することが望ましいと思われる。こ

れを実現する目的で、平成 7 年度以来毎年 1~2
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由行っている「強化インスリン療法支援を目的と

した学校との連絡会議」について報告する。

[方法]

新規発症者の担任教師、保母、養護教諭等に対

しでは、強化インスリン療法開始と時持期に説明

の機会を設ける。その後の進級、進学に際しては、

患者会が主催するこの会議への参加を要請し、患

者、医療専門職、学校職員の三者が意志を疎通し、

疑問や不安の解決を図る。

検討項目:開催が可能かどうかの検討。時期の

選択。会場の選択。学校への通知方法。効果。米

国糖尿病協会ガイドラインとの比較。参加学校職

員のアンケート、質疑などに基づいて検討する。

[成議]

o r強化インスリン療法支援を目的とした学校と

の連絡会議jの実施期日

(第 l 朗)平成 8 年 1 月 21 日(日)l5~18時

(第2問a，b) 

平成 8 年 4 月 6 日出15~18時

王子成 8 年 7 月 5 日制19~20碍

(第 3閉)平成 9年 4月5B(土)15~18時

(第 4 間)平成10年 4 月 18 臼仕)15~18時

(第 5 回)平成11年 4 月 17日出15~18時

(第 6 閤)平成12年 4 月 15 日目15~同時

(第 7 閤)平成13年 4 月 21 日出15~18時

(第 8 屈)平成14年 4 月 20 日出15~18時

第2問、第3回は 4丹の第 l土曜(春休み中)、

それ以降は 4月の第3土曜、いずれも学校職員の

正規の勤務時間終了後に開催した。春休み中に開

催する日程については、学校憾の不安を事前に解

消できる利点はあるが、新学期前にクラス按任を

明らかにすることは好ましくないとして、学校側

には必ずしも好評ではなかった。第 4回以降の第

3土曜という時期は、多数の参加者から肯定的に

とらえられていた。本年以降、土曜全休となった

ため、開擢日については再検討の必要がある。

間数については、年 1回の開催でト分とする意

見がほとんどだ、った。会場は、医療機関ではなく

公共施設の会議室などを使用し、学校職員に中立

的な印象を与えるよう努めた。

インターネットホームページに主催間体の案

内、この会議の紹介を掲載し、公開しており、そ

のURLを添えて案内を行っている。

0実施主体

患者会が実施主体となり、医療スタッフも参加

して開催するという形式とした。第 5回以降は県

教育委員会の名義後援を得て開催した。学校側の

参加者に交通費実費を支払うことで、実施主体を

明らかにするように努めた。

学校職員への参加要請は、患者または親が直接

行う方法に加え、県教育委員会の名義後援のも

と、教育事務所経由で県内の全小中学校にチラシ

を配布する方法でも行った。

この「強化インスリン療法支援を目的とした学

校との連絡会議Jは、学校職員の正規の勤務時間

終了後に開鑑しているため、学校職員の参加は自

発性と好意に征されている。勤務時間外にこの会

に出席することを厭うものも皆無ではなかった。

勤務時間内に開催し、公務出張の形をとって参加

していただくことも可能で、あるが、それには県教

育委員会との共間開催などの手段が必要であろ

う。その場合も公務出張を認めるか杏かは、学校

長の裁量にかかっている。

O参加数

各国とも、患者・家族が30名前後、学校職員が

30~40名参加した。小さな患者会であり、学齢期

の患者はほとんどすべて参加した。患者・家族も

学校職員も積極的に参加するものが多く、特に学

校職員は学校でのインスリン注射、血糖~~IJ定の施

行についての知識を強く求めるものが多かった。

学校職員としては、担任、養護教諭、学年主任、

教頭、校長の参加があり、中でも養護教諭が4割

と多数を占めていた。

0内容

患者会代表から活動状況の説明、医師から病態

と治療に関する説明、患者本人によるインスリン

注射、血糖測定の実技、などの解説の後、質疑応

答を行った。学校職員には、技術的な内容よりも
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疾患の原因や病態についての説明が好評であっ

たO 管理職の数名から、学校での自己注射、自己

測定を許す法律的根拠に関する読陪が寄せられ

t::.o これには、健康銀険請求点数表の在宅自

射管理指導料の規定を示して答えることになる

が、明示的に規定されているわけで、はなく、十分

に綿持されない場合もあった。

(1)昼食前にインスリン注射を行うことへの理解

およびそのための場所の確保、 (2)低血糖時の速や

かな対処、医療機関への緊急、連絡法、 (3)運動、ク

ラブ活動時の補食、 (4)遠足、修学旅行、対外試合

など学校外での活動、宿泊を伴う活動についての

注意、などは必ず説明しなければならない項目で

ある。教育資料として、 11型糖尿病マニュアルj

を作成、使用している。

結 言命

この、 f強化インス 1)ン療法支援を目的とした

学校との連絡会議Jは、学校職員の疑問や不安の

解決に有効と考えられた。個別でなく、会議とし

て関{崖することで、 (1)病態や治療についてより丁

寧に時間をかけて説明ができる、 (2)各々の立場か

ら、また同じ立場でも様々な意見がでるため、極

端な意見に流されることがない、 (3)強化インスリ

ン療法支援として臨療側も患者会もスキルを高め

ることカすできる。などの手目点カfあった。

教育委員会の名義後援を得て新学期開始藍後の

4月第3土曜に開催するのが，もっとも有効で

あった。会場は病院外とし，患者または親が藍接

教師への参加要請を行う方法をとった。学校側の

参加者に患者会から交通費を支払うことで，開催

主体を明らかにするよう努めた。

なお、全国的にも同じ目的のイベントの関{患が

広がりを見せているようである。

〔アメリカ糖尿病協会ガイドライン]

以下に米国糖尿病協会2001年診療ガイドライン

集の、「学校、幼稚圏、保育留での糖尿病の子ど

ものケアjを示す。法律的課拠を明示した内容と

なっている点が自を引く。

学校、幼稚関、保育闘での糖尿病の子どものケア
米自糖尿病協会2001年診療ガイドライン集から

はじめに

米国では、糖尿病は20歳未満の1，000人あたり

l.7人の患者数があり、小児の最も一般的な慢性

疾患の lつです。毎年13，000人が新しく発症し、

擢患者全数は、約125，000人にのぼります。 19歳

未満糖尿病患者の大多数は、学校または幼稚園、

保育園に通い、安全な学校環境を提供できる学校

および幼稚園、保育園職員(以下、学校職員)を

必要とします。親および医療チームは、学校職員

に必要な情報を提供し、糖尿病を持った子どもが

学校生活全般に安全に参加できるよう、ともに活

動するべきです。

法 的 側 面

合衆盟連邦法

合衆国連邦法は、 1973年のリハピリテーション

法第504条、 1991年のディスアピリティー者教育

法(もとは1975年の、すべてのディスアビリティ

の子どものための教育に関する法律)、アメリカ

ディスアピリティー法により、糖尿病の子ども達

を守ることを定めています。これらの法律は、

校、幼稚園、保育闘がディスアピリティーの子ど

もを差別することを禁じ、また、糖尿病がディス

アピリティーであると定めています。さらに、連

邦の助成金を受け取るすべての学校、あるいは、
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一般から生徒を募集するすべての学校が、糖尿病

の子どもの特別の必要に対応すべきことも示され

ています。さらに、合衆国連邦法は、日常生活が

提苦しなく行なえ、すべての学校活動に全面参加で

きるよう、子どもの侶別的な必要も考癒し、糖尿

病の子どもに必要なものすべてを通常の学校生活

内で提供することを要求しています。これらの保

にもかかわらず、学校および幼稚菌、保育障で

の子どもが差別に直顕する場面はまだ皆無ではあ

りません。例えば、糖尿病を持った子どもが入学

を拒絶されるということがあり得ます。また、血

糖測定に必要な援劫を供給されなかったり、必要

な補食を食べることを禁じられることもないとは

いえません。米国穂J7R病協会は、学校および幼稚

園、保育闘での、糖尿病を持った子どもの安全で、

公平な取り扱いを確保するために活動します。

学校での糖尿病治療

学校および幼稚園、保育園での適却な糖成病ケ

アは、患者に必要なことです。 DCCT研究は、

血糖コントロールの改善が糖尿嬬合併症の危険を

減少させることを示しましたO 血糖コントロール

を達成するためには、血糖を頻繁に溺定し、食事

療法に従い、薬物治療を受けなければなりませ

んO インスリンは、頻巨!投与で、あるいはポンプ

によって投与されます。 血糖コントロールに重要

なのは、運動療法、食事療法およびインスリン投

与の知識です。また、緊急、時の対応についての理

解も必要です。患者が低取糖による危険を罰避

し、かっ糖尿病合併症のリスクを減少させるのに

必要な血糖コントロールを達成するために、知識

をど持ち、それを行動に移せる学校職員が不可欠で

す。しかし、必ずしもそれが現場で実現していな

いことが、研究により明らかになっています。従っ

て、一殻教員のみならず、学校管理者、教頭、ス

クールナース、養護助手、パス・ドライパ…、

務職員などを含めて糖尿病教育が行われる必要が

あります。この診療ガイドラインは、そのような

場での使用を念頭に置いています。

学校および幼稚間、保育闘での一般的なガイドラ

イン

1.繕尿病ヘルスケアプラン

患者個々のために個別化された糖尿病ヘルスケ

アプランが、保護者、医療チーム、学校職員によっ

て実施されなければなりません。その際、各々の

部門の責f壬範朋を、この診療ガイドラインを参考

にして、文書化する必要があります。糖尿病ヘル

スケアプランは、下記の内容に加え、患者個々の

個別的な必要を考慮するべきです。

1.血糖測定が、いつ、どんな状況で、仰回必要

か。

2. (必要ならば)血糖値に基づくインスリンの

調節法および、インスリンの保管法。

3.食事および補食の内容、量、タイミング。

4. 1民血糖の症状および治療法。(医療チームの

指示のある場合に眼り)グルカゴン投与法。

5.高血瀦の症状および治療法。(医療チームの

指示のある場合に限り)尿、血中ケトンの検査

法およびケトーシスの対処法。

図Hi，縮尿病ヘルスケアプランの見本です。

低血轄と高血糖の症状および治療法に隠しては、

地の書籍を参考にしてください。

豆.各々の部門の欝任範囲

A.親/保護者が学校職員に供給するべきもの:

1.治療に必要な物品。血糖測定の器具、治耗品、

インスリン、および尿ケトン試験紙。血糖測定

については、皮膚消毒や廃棄物の処理をメー

カーの指示通り行なうのに必要な物品を含みま

す。測定記録日誌は学校にも保管するべきで

す。その記録内容は、親/保護者に通知し、治

療に役立てなければなりません。

2. もし糖尿病ヘルスケアプランの中で示されれ

ば、捕食用グルコースおよびグルカゴン緊急、

キットなどの低血糖治療に必要なものO

3.糖尿病自体および治療に関する情報。

4.親/保護者および医療チームへの緊急連絡の

電話番号。緊急の場合、議/保護者および医療
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チームは、学校からの連絡がつくようにしてお

かなければなりません。

5.食事/補食スケジ、ュールに関する情報。同級

生などの違和感がなるべく少なくなるよう、緊

密に調繋する必要があります。学校でのパー

ティーや、様々な学校活動中で食事がでる場

合、どうしたらよいか指示を通知するべきで

す。

B.学校職員(パックアップ職員を含む)が供給

するべきもの:

1.学校職員は、低血糖と高血糖の症状および治

療法に関する知識を慌えている必要がありま

す。特に:

1 )血糖自己測定と記録の方法。

2)血糖鑑が自擦変動範囲を越えた場合の(医

療チームの指示に従った)処量。

3) (医療チームの指示のある場合に限り)尿、

血中ケトンの測定、異常値だった場合の処

置。

2.正しい知識に基づいた母i耐震症への速やかな

対処法。また、適切な対処が行われるまで、患

者を放っておかないことも必要です。また、低

血糖症への対処は学校生活のあらゆる場面で必

要です。

3. (低年齢の患者において、医療チームの指示

のある場合に限り)インスリン注射の実雑。

4. (医療チームの指示のある場合に限り)グル

カゴン投与。

5. (患者の希望に従って)学校内での、プライ

パシーが守られる、インスリン注射、血糖測定、

母血糖治療の場所の提供。あるいは、教室内で

のこれらの処置の実施許可。

6.同級生などの違和感がなるべく少ない、緊寝

に調整された食事/補食スケジ、ューjレの提供。

学校での食事や運動が通常と異なる場合の親/

保護者への通知。幼児は補食が必要な場合、そ

れを思い出すよう注意してやらねばなりませ

んO

7.養護職員を訪ねたい場合、患者の要求が満た

されること。

8.低取糖を訪くれか治療するのに必要な場合に、

教室内やスクールパス内を含めて、補食をいか

なる場所でも食べる許可。

9.通院のための早退、遅梨、学校を休むことの

許可。もし学校の規出が求めるなら、医者の診

断書などの提出が必要でしょう。

10.通学者が洗面所を需用し、かっ必要なときに

手を洗ったり水を欽んだりできる許可。

11.インスリンおよび(または)グjレカゴン保管

のための遮切なスペース。

必要ならば、適切な数の学校戦員は、必要な技

術(例えば血糖溺定法、インスリンおよびグルカ

ゴンの取り扱い)および、高血糖、低血糖に対す

る適切な対);I)・-校外学習、課外活動、対外試合

などさまざまな状況で・・の訓練を受けなければ

なりません。これらの学校職員はヘルスケア専門

家である必要はありません。

校外学習、課外活動、対外試合、通学途中など

あらゆる場面において、糖尿病治療に関し患者に

とって必要なもの、必要な指導が、ただちに得ら

れなければなりません。

糖尿病に関連する知識や技術、緊急時の対応に

ついて、学校職員に適切なトレーニングを供給す

ることは、学校の法的な責任です。糖尿病ヘルス

ケア専門家がこのトレーニングは供給するべきで

すが、もし彼らが当該患者の親/保護者に、講義

や文書で十分な教育を行ない、任せられると判断

するなら、親/保護者が学校職員へのトレーニン

グを行なうことも可能です。その場合、糖尿痕ヘ

ルスケア専門家は十分な知識、資料を親/保護者

に供給するべきです。

アメリカ糖尿病協会から学校職員および(また

は)親を対象にした資源、教材が出版されていま

す。

道.患者に期待されること

糖尿病の子どもは、その精神発達段階、発症後

年数に応じて、議の向意のもと、治療の詳細に関
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して決定権を持つべきです。その範囲は、学校職

員、親/保護者および医療チームの一致した意見

に基づくことが必要です。子どもがどんな年齢で

どんなセルフケアが実行できるかは、非常にばら

ばらで、子どもの意欲も尊重した上で決めなけれ

ばなりません。

1 .就学以前と幼稚園、保育関。通常、就学以前

の子どもは糖尿病治療を独立して実行すること

ができません。 4歳までには、協力できるよう

になることが多いと患われます。

2.小学校。学校でのすべての糖尿病治療に協力

できると期待されます。 8歳までに、ほとんど

が指導下で血糖自己測定を実行することができ

ます。 10歳までに、何人かは指導下でインスリ

ン自己注射ができます。

3. 中学校。患者は、指導下でインスリン自己注

射を行い、低血糖でない通常の状況の下では、

血糖自己測定ができるはずです。

4.高校。インスリン自己注射ができ、低血糖で

ない通常の状況の下では、血糖自己測定ができ

るはずです。

どの年齢でも、低血糖であれば、血糖測定や、

補食の際に手伝ってもらうよう支援を要求し、正

常血糖に戻るまでだれかにそばにいてもらうこと

を要求できます。

教室内での血轄灘定

血糖をjMIJ定し、必要な処置を行なうことは患者

にとって重要なことです。これは、抵血糖による

医学的な問題を回避し、かつ授業を開き逃すこと

により引き起こされる学業の問題を最小限にする

のに必要です。従って、患者は、教室の中で(あ

るいは患者が求めるならプライパシーの保たれる

他の場所で)血糖を測定し、低血糖症に対する適

切な処置を講ずることを許されるべきです。

結 語

適切なヘルスケアプランおよび学校職員の教育

およびトレーニングで、糖鼠病を持った、子ども

および若年者が、学校経験に全面的に参加するこ

とができます。家族、ヘルスケア・チームおよび

学校は、安全な学習環境を保証するためにともに

働くべきです。

付録:学校職員のための糖尿病の基礎知識

糖尿病は、食物を利用する能力を障害する、

大な慢性病です。インスリン(棒臓によって生産

されたホルモン)は、食物をエネルギーに変換す

る作用を支援します。糖尿病を持った人々では、

勝臓がインスリンを作らなくなるか、あるいは、

身体がインスリンを適切に受容することができま

せん。インスリンなしでは、身体の主要なエネル

ギ…源であるグルコースは燃Jf-lとして使用され

ず、血液の中に残って高血糖をおこします。長年

にわたってこれが続くと、目、腎臓、神経、心臓

および血管に損傷をもたらします。

子どもの糖成病の大多数は l型です。 l型糖尿

病を持った人々はインスリンを作ることができ

ず、注射あるいはインス 1)ン・ポンプのいずれか

を通じてインスリンを補充するしかありません。

インスリン注射は、危険な低血糖を起こす場合が

あります。

肥満の大人が，寵患するのが典型的だ、った 2型糖

尿病が、若年者に増加していることもわかってき

ました。これは若年者の肥満の増加および身体活

動の減少によるものかもしれません。若年 2型糖

尿病は、食事と運動によってコントロールするこ

とができるかもしれないし、あるいは経口薬およ

び(または)インスリン注射を必要とするかもし

れません。 1型でも 2型でも、食事、運動療法お

よび(必要な場合)薬物治療によって血轄値を正

常に近づけなければなりません。

低血糖は糖尿病患者の最も一般的な緊急J控のあ

る問題です。インスリン注射量が多すぎるか、食

事が不足したり遅れたりした場合、あるいは通常
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の量を越えた運動量により低血櫨が生じます。軽

度ないし中等度の低血糖の徴候は、震え、発汗、

ふらつき、いらいら、混迷および賦気を含んでい

ます。この場合、炭水化物を速やかに摂寂する必

要があり、それが自分一人でできない場合、援助

してもらわねばなりませんO 重症低血糖(これは

まれであるが)では、意識消失やけいれんを起こ

します。この場合は、速やかに治療されなければ

生命に危険がありえます。

いっぽう、インス 1)ンー量の不足、食物摂取過剰

あるいは運動量の不足の場合、高血糖が生じま

す。これは、ストレスあるいは風邪のような病気

によって引き起こされる場合もあります。高血糖

の最も一般的な被候は、のどが渇く、頻繁な排尿

および視覚障害です。高血糖の治療が何日も遅れ

た場合、血液および尿中ケトンが上昇し、悪心、

11匿吐をきたす糖尿病性ケトアシドーシス (DK

A)を起こすことがあります。インスリン注入ポ

ンプの故障が糖尿病性ケトアシドーシスに結びつ

くかもしれません。糖尿病性ケトアシドーシスは

生命を危険にさらすことがあり、いそいで治療す

る必要があります。
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